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時代のニーズに 

朝日大学は、高度な科学技術の発達によってもたらされた情報社
会と少子高齢化社会で増幅して惹起する法律問題や行政問題を処
理することができる人材を養成するための法学教育の質的充実を
目指して、実用法学の深化・応用を図ることを重視した大学院法学
研究科の修士課程（教職課程の併設）を1992年4月に開設いたしま
した。引き続き、博士課程を目指す修士課程修了生のために、修士
課程の完成年次の1994年4月に博士後期（博士）課程を開設いた
しました。※博士後期課程は、2014年度入学生から学生募集停止。
本学の教育理念である建学の精神は、「国際未来社会を切り開く

社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間の育成」
であります。この建学の精神を具現化することを主眼とした大学院
の法学教育が実施されています。

朝日大学大学院法学研究科長

平田 勇人

2012年度から新たに専攻科目として加わった医事法、ADR
法を中心に、医療及び福祉に携わる者が備えておくべき法律

知識の修得を図りつつ、医療過誤、医療事故の防止策や危
機管理について研究します。
また、医療紛争や社会福祉業務におけるトラブルの解決に関

する研究も行います。

研究テーマの一例

医 療 Ａ Ｄ Ｒ

医 療 事 故

成 年 後 見

社 会 保 障

主な専攻科目

医事法 ＡＤＲ法 民事法憲 法 刑事法

医事法商事法 労働法 税 法刑事法民事法

リーガルリスク
マ ネ ジ メ ン ト

コンプライアンス

Ｃ Ｓ Ｒ

ビジネスの第一線で求められている、バランスのとれた的確
な判断をする能力や法務処理能力を、法学の研究を通じて修
得します。
また、実務と直結した法律学の研究や、法律事務に関わる専

門知識の修得を図り、ビジネスとリーガルの架け橋を目指し
ます。

研究テーマの一例

主な専攻科目

　企業法務に携わられている方へ

　医療及び福祉に従事されている方へ
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 即した研究テーマ

本学大学院法学研究科の教育目的は、 次のとおりであります。

1. 学術研究の推進と国際貢献を目指した教育研究者の養成
2. 高度に専門化した法務に従事する人材の育成
3. 国際化社会の要請に対応した国際人の養成を目的とした留学プログラムの充実
4. 岐阜県唯一の大学院法学研究科としての地域社会への貢献
 　 （科目等履修生、研究生、官公庁や企業等からの委託生の受け入れ、社会人講座の開設など）

5. 教育職員免許法の改正に対応した教育プログラムの充実

主な専攻科目

労働法 商事法政治・行政学 憲 法 民事法 刑事法

行政に関わる制度、手続き、サービス等について、法的な視
点から適切に執行していき、また、地方公共団体における行

財政改革への取組みを推し進めるため、政策の計画や施策に
必要な専門知識、問題解決能力及び創造力の修得を目指し
ます。

研究テーマの一例

地方分権一括法

行 政 改 革

社 会 保 障 政 策

労働法・労働政策

指導教科の教育内容に関する高い専門性及び学校教育現場

で起こる様々な課題・問題の解決能力の修得を目指します。
なお、中学校教諭一種免許状（社会）又は高等学校教諭一
種免許状（公民）を所有されている先生は、所定の授業科

目の単位を修得し、かつ、本課程を修了することで専修免許
状を修得することができます。

研究テーマの一例

主な専攻科目

法 教 育

学 校 事 故

少 年 犯 罪

教科で取り扱う
事項の専門研究

等憲 法 民事法 刑事法 国 際 関 係 法

　教育現場に従事されている方へ

　地方行政等に携わられている方へ
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修業年限：2年

入学者受入方針　Admission Policy
法学分野・行政学分野に関する基礎学力又は相当の経歴・経験を有する者で、同分野における幅広い学術研究の推進を
目指し、将来、研究者や教育者等としての活躍を志すもの又は企業や行政若しくは法律、税務・会計等の専門的な職業
において高次な応用力を発揮し、活躍することを志すものを求めています。

教育課程の編成方針　Curriculum Policy
広い視野に立って精深な学識を授け、法学分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担
うための卓越した能力を培うことを目的としており、これを達成するため、専攻科目・総合科目・関連科目（特殊講義）
と演習科目（研究指導）等を配置し、研究者の養成及び高度な専門知識を有する職業人の養成のいずれにも対応しうる
授業科目を開設することとしています。

授業科目一覧

修了認定・学位授与に関する方針　 Diploma Policy
教育目的に基づき、課程修了時に主専攻科目分野についての高い学識及び応用力並びに基礎的研究能力を身に付けてい
ることを到達目標に掲げています。当該課程に 2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、
学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格した者に、修士（法学）の学位を授与します。

憲法特殊講義Ａ
憲法特殊講義Ｂ
行政法特殊講義Ａ
行政法特殊講義Ｂ
民事法（財産法）特殊講義Ａ
民事法（財産法）特殊講義Ｂ
民事法（家族法）特殊講義Ａ
民事法（家族法）特殊講義Ｂ
民事訴訟法特殊講義Ａ
民事訴訟法特殊講義Ｂ
商法特殊講義Ａ
商法特殊講義Ｂ
会社法特殊講義Ａ
会社法特殊講義Ｂ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

刑法特殊講義Ａ
刑法特殊講義Ｂ
刑事政策特殊講義Ａ
刑事政策特殊講義Ｂ
刑事訴訟法特殊講義Ａ
刑事訴訟法特殊講義Ｂ
労働法特殊講義Ａ
労働法特殊講義Ｂ
税法（所得税法）特殊講義Ａ
税法（所得税法）特殊講義Ｂ
税法（法人税法）特殊講義Ａ
税法（法人税法）特殊講義Ｂ
国際関係法特殊講義Ａ
国際関係法特殊講義Ｂ

法哲学特殊講義Ａ
法哲学特殊講義Ｂ
政治・行政学特殊講義Ａ
政治・行政学特殊講義Ｂ
医事法特殊講義Ａ
医事法特殊講義Ｂ
ＡＤＲ法特殊講義Ａ
ＡＤＲ法特殊講義Ｂ
経済法・消費者法特殊講義Ａ
経済法・消費者法特殊講義Ｂ
演習ⅠＡ
演習ⅠＢ
演習ⅡＡ
演習ⅡＢ
 

課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
公法総合特殊講義Ａ
公法総合特殊講義Ｂ
私法総合特殊講義Ａ
私法総合特殊講義Ｂ
特別講義
会計学特殊講義Ａ
会計学特殊講義Ｂ 

授業科目 単位数 授業科目 単位数 授業科目 単位数 授業科目 単位数

本研究科修士課程には教職課程が併設されており、中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（公民）
の所有者は、所定の授業科目の単位を修得し、かつ、本課程を修了することで、教科に関する高度な専門性を修
得しつつ、中学校教諭専修免許状（社会）、高等学校教諭専修免許状（公民）を取得する資格が得られます。
したがって、現職の中学校及び高等学校教員の上級免許状取得の場として活用されるよう期待しております。

教 職 課 程

法学研究科修士課程の概要
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仕事・家事と修学の両立を支援するための
履修制度

仕事・家事と修学の両立を支援するための
履修制度

　 予め標準修業年限［2年］を超える年限を定めて修学することができる制度です。
　 なお、この制度を利用した場合の年間授業料は、標準修業年限を修学する場合の総額
［1,200,000 円／入学金及び諸納付金は別］を許可された修業年限で除した額となります。

法学研究科では、現在、さまざまな専門分野で日々業務に携わっている方、子育てや家事に時間的
余裕が生まれ、再び学修を志している方が、職場や社会で活かせる高度な法的専門知識、そして、
その知識を応用し、職場や社会で抱える課題・問題を法的に解決できる能力を修得できるよう、豊
富な専攻科目と教員スタッフを配置し、無理のない研究活動が進められる環境を整えています。

以上の組合せにより、月曜日から金曜日までの平日勤務時間等を避
けて、土曜日や平日のアフター時間帯を活用し、研究を進めること
も可能となります。

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目

4単位（年間30回）講  　義

4単位（年間15回）演  　習 4単位（年間15回）

2単位＋2単位（合計60時間）…職場や自宅を主な拠点として研究課題研究

修士論文の作成指導論文指導

計 14単位　　土曜日開講科目等を中心に履修し、修得選択科目

主
専
攻
科
目

長期履修制度

土曜日に一部授業科目の開講
社会人に配慮した個別指導対応

（ただし、主専攻科目や履修選択する授業科目によっては、困難な場合があります。）

参 考 修学年限を4年間とした社会人の学習の流れ（例）
指導教員と相談の上、仕事や家事に配慮した履修計画を立てていただきます。

社会人のための環境整備

学費等

200,000 円

300,000 円

500,000 円

3,500 円

6,000 円

509,500 円

－  

300,000 円

300,000 円

3,500 円

－  

303,500 円

－  

300,000 円

300,000 円

－  

－  

300,000 円

－  

300,000 円

300,000 円

－  

－  

300,000 円

入　学　金

授　業　料

計

学生保障制度維持費

法学会学生会員会費

費  目

納付時期

学　　費

諸納付金

入学年度納付金 2年次納付金

入学手続期間内 10月 4月 10月

合　　計
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教員の紹介教員の紹介

齋藤 康輝
憲法 担当

教授 講師

【研究テーマ】
■人権論
■憲法と政党
■代表理論

■主な学歴・職歴
1985年　日本大学法学部卒業
1987年　早稲田大学大学院政治学研究科修士課程

政治学専攻憲法専修修了
1991年　早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程

政治学専攻憲法専修単位取得退学
1991年　日本大学通信教育部インストラクター

（法学担当、2001年からは法学・憲法担当）
2004年　朝日大学法学部助教授
2007年　朝日大学法学部准教授
2008年  ドイツ・ゲッティンゲン大学法学部客員教授（2009年まで）
2010年　朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現在）
2011年　憲法学会理事（現在）

■主な研究活動
【著書】
『Next 教科書シリーズ 憲法』<共編著>弘文堂（2013年）
『憲法総論』<単著>文教出版会（2011年）
『政党の憲法的融合論』<単著>成文堂（2006年）ほか単著2点
『新版 法学と憲法』<共著>八千代出版（2010年）
『日本国憲法講義』<共著>成文堂（2009年）ほか共著 12点

【論文】
「ドイツ立憲主義の継受――明治憲法の場合」憲法研究第44号（2012年）
「日本におけるドイツ憲法の継受」憲法研究第 43号（2011年）
「国民の義務に関する憲法的考察」朝日法学論集第 35号（2008年）
「代表者の地位――ドイツ国法学における代表理論から」
朝日大学法学部創立20周年記念論文集（成文堂）所収（2007年）
「生存権に関する一考察――プログラム規定の意味をさぐって」
朝日法学論集第 34号（2007年）
「『代表』（Vertreter と Repräsentation）」
日本法学第 72巻第 2号（2006年）ほか単著 20点、共著 1点

その他
C・シュタルク著「日本におけるドイツ憲法」朝日法学論集第
38号（2010年）ほか翻訳 3点、書評 2点、資料 1点

■研究指導内容
受講者が修士論文、またはその他の論文を執筆するための土台
となる知識と表現力を身につけるため、憲法学の諸問題につい
て、テーマ設定、 資料収集、分析、論点抽出、論文構成などに
関する指導を行う。もちろん、考察対象は日本の憲法に限らず、
世界の憲法、憲法理論・憲法史・憲法にかかわる問題すべてで
ある。

■主な学歴・職歴
1997年　早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
1999年　早稲田大学大学院政治学研究科修士課程

政治学専攻行政法専修修了
2005年　早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程

政治学専攻行政法専修単位取得退学
2005年　朝日大学法学部専任講師（現在）
2013年　朝日大学大学院法学研究科専任講師（現在）

■主な研究活動
【著書】
『都市と土地政策（早稲田大学現代政治経済研究所研究叢書 15）』
＜共著＞早稲田大学出版部（2002年）

【論文】
「アメリカにおけるホームレスの権利『シェルターに対する権利』
の手続的側面と実体的側面」
早稲田政治公法研究 75号（2004年）
「アメリカの州憲法における福祉の権利」
早稲田政治公法研究 71号（2002年）
「小田急線立体交差事業認可取消訴訟最高裁大法廷判決」
（判例評釈）法令解説資料総覧 291号（2006年）
ほか

■研究指導内容
行政法は公共政策の法的表現であるから、行政事件は政策をめ
ぐる紛争の具体化でもある。政策立案に携わる者、とりわけ分
権改革後の地方公務員は、今後ますます、法律論と政策論に架
橋する視点を磨くことを求められよう。本研究指導もその点に
常に留意しながら、行政事件を題材として、法的論点・政策的
論点を的確に拾い上げ、思考の道筋をつける能力を涵養してい
きたい。

髙梨 文彦
行政法 担当

【研究テーマ】
■福祉行政分野における
　手続のあり方
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教授

■主な学歴・職歴
1966年　名城大学法商学部法律学科卒業
1968年　名古屋大学大学院法学研究科私法学専攻修士課程修了
1971年　名古屋大学大学院法学研究科私法学専攻博士課程

単位取得満期退学
1972年　関西大学法学部専任講師
1979年　西ドイツケルン大学にて海外研修
1982年　関西大学法学部教授（学生部長・教学部長・就職部長歴任）
1992年　法学博士（関西大学）
2000年　日本私法学会理事
2002年　大阪簡易裁判所民事調停委員
2002年　公認会計士第二次試験・試験委員
2004年　関西大学名誉教授
2004年　甲南大学法科大学院教授
2004年　弁護士登録
2008年　東海大学法科大学院教授
2009年　朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現在）

■主な研究活動
【著書】
『法律行為論の研究』関大出版部（1991年）
『示談と損害倍書』関大出版部（1995年）
『表見代理理論の再構成』<共著>法律文化社（1990年）
『民法講義Ⅰ総則』法律文化社（1996年）
『物権法講義』<共著>関大出版部（1998年）
『物権法講義 2』<共著>関大出版部（2007年）
『物権法講義 3』<共著>関大出版部（2007年）

■研究指導内容
財産法全般について、指導する予定です。特に修士論文作成に
ついては、テーマの選定及び資料収集をした上で、その内容を
踏まえて討論をするなど、きめ細かく指導していくつもりです。
その際、外国文献を積極的に使用し、判例学説の検討方法を伝
授します。その上で、修士論文のテーマを深化させて、比較法
的検討をも加味して博士論文の作成へとつなげていきます。
最も大切なのは、受講生の熱い情熱と粘り強い研究姿勢です。

髙森 八四郎
民事法 担当

【研究テーマ】
■法律行為論の研究
　（意思表示理論・
    代理理論・契約法）

Professor's Introduction
Asahi University Graduate School of Law
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教員の紹介教員の紹介

植木　哲
民事法・医事法 担当

■主な学歴・職歴
1970年　神戸大学大学院法学研究科修士課程修了
1975年　滋賀大学経済学部助教授
1978年　フンボルト財団給費生（ゲッチンゲン大学留学）
1979年　法学博士（神戸大学）
1985年　滋賀大学経済学部教授
1987年　フンボルト財団給費生（フライブルグ大学留学）
1989年　京都府立医科大学医学部教授
1993年　関西大学法学部教授
1997年　ベルリン・フンボルト大学法学部客員教授
2003年　千葉大学法経学部教授
2006年　中国・浙江大学法学院客員教授
2010年　朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現在）

■主な研究活動
【著書】
『医療裁判から医療ADRへ』ぎょうせい（2011年）
『法学と文学・歴史学との交錯』<単著>成文堂（2010年）
『医療の法律学』【第 3版】<単著>有斐閣（2007年）
『新説　鷗外の恋人エリス』<単著>新潮社（2000年）
『環境汚染への対応』<単著>新日本法規出版社（1995年）
『災害と法――営造物責任の研究』【第 2版】<単著>一粒社（1991年）
『消費者信用法の研究』<単著>日本評論社（1987年）神戸賞受賞
ほか単著 5点　編著 14点

【論文】
「世間の常識・医師の非常識（1-10）」病院 66巻 5号以下、
医学書院（2008年）
『植木先生還暦記念論文集　医事法の方法と課題』<編著>信山社（2004年）
『医療判例ガイド』<編著>有斐閣（1996年）
『現代 PL 法の実務解説』<編著>新日本法規出版社（1994年）
『クレジット法の理論と実際』<編著>信山社（1990年）神戸賞受賞
『施設の欠陥と製造物責任』<編著>法律文化社（1990年）
ほか約 194点

■研究指導内容
現代損害賠償法に関連する諸問題を研究する。契約法や不法行
為法に関する基礎理論を理解し、医事法・消費者法・PL 法・環
境法・災害法等に関する判例分析を行い、これまでの実務経験
を活かしながら修士論文や博士論文を書き上げる。このため実
務経験者の法律学的研修を兼ねた社会人の再教育を目指す。今
日、法曹関係者、医療・看護関係者、消費者問題関係者、環境
問題関係者、公務員、会社員、一般人等の豊富な社会経験を有
する人の法律学的専門性を高めることが期待されており、それ
に応えるのが本演習の目的である。

教授 教授

【研究テーマ】
■現代損害賠償法研究
　（契約法・不法行為法）
■医事法・消費者法・PL 法・
　環境法・災害法・ADR 法

教授

佐藤 千春
民事法 担当

【研究テーマ】
■民事を基礎にした
　スポーツ関連問題

■主な学歴・職歴
1975年　慶應義塾大学法学部法律学科卒業
1979年　慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程修了
1983年　慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得
1984年　埼玉大学教養部非常勤講師
1985年　東海大学政治経済学部非常勤講師
1986年　日本比較法研究所嘱託研究員
1987年　朝日大学法学部講師
1992年　朝日大学法学部助教授
1994年　慶應義塾大学商学部非常勤講師
1996年　アンチドーピング体制に関する評議会委員
1999年　慶應義塾大学法学部非常勤講師
2000年　朝日大学法学部教授（現在）
2002年　朝日大学大学院法学研究科教授（現在）
2004年　慶應義塾大学経済学部非常勤講師
2004年　弁護士登録

■主な研究活動
【著書】
『スポーツの法律相談』<共著>法英社（2002年）
『スポーツの法律相談』<共著>青林書院（2000年）
『スポーツとアンチドーピング』<共著>ブックハウスHD（1997年）
『医事紛争の予防と解決の手引き』<共著>新日本法規（1995年）
『スポーツ法学入門』<共著>体育施設出版（1995年）

■研究指導内容
民法及びこれを基礎にして、スポーツ、医療、家族財産、消費
者保護について研究、指導する。
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教授

Professor's Introduction
Asahi University Graduate School of Law

教授

大塚 錥子
民事法 担当

【研究テーマ】
■民法を基礎にした
　著作権関連問題

■主な学歴・職歴
1956年　司法試験第二次試験合格
1957年　名古屋大学法学部法律学科卒業
1960年　司法研修所卒業
1960年　弁護士登録
1970年　名古屋弁護士会副会長
1971年　名古屋家庭裁判所調停委員
1974年　東海テレビ・ラジオ番組審議会委員
1982年　愛知県社会福祉協議会理事
1990年　名古屋調停協会理事
1991年　朝日大学法学部教授（現在）
1996年　愛知県特別職報酬審議会委員長
1997年　朝日大学法制研究所所長
1998年　中部日本放送テレビ・ラジオ番組審議会委員
1999年　人権擁護委員
2000年　朝日大学大学院法学研究科教授（現在）
2001年　岐阜県国民保健審議会会長
2001年　愛知県がんセンター遺伝子解析倫理審査委員会委員
2002年　愛知県表彰審査委員会委員長
2002年　岐阜紛争調整委員会委員・機会均等調停委員会委員
2008年　愛知県シルバー人材センター顧問
2008年　愛知県がん研究振興会評議員

■主な研究活動
【著書】
『面接交渉権の考察』朝日法学論集第 25号（2000年）
東京新聞、中日新聞に『もめごとQ&A』執筆（1985年～ 1997年）
『高齢者の財産をめぐる紛争について』朝日法学論集第15号（1996年）
『発言障害者の遺言』朝日法学論集第 7号（1991年）
『男女雇用機会均等法の手引書』愛知県労働部
『判例にみる女子労働のあゆみ』愛知県女性勤労サービスセンター
CBCラジオ　つボイノリオの聞けば聞くほど
（1993年 10月～2009年 5月）
“生活フロッピー”（法律の部）にレギュラーとして出演。
『日常生活なんでも法律相談』青林書院（2010年 8月）

■研究指導内容
本年度は、民法と深く関連する“著作権の諸問題”について、
近時社会的に注目されている諸判例を題材としつつ、事実関係、
関連の法律理論を学習し、関連資料を集め分析・検討すること
により思考を深めるのに必要な指導を行いたい。
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教員の紹介

教授 教授

教員の紹介

教授

平田 勇人
民事法（民事訴訟法）・
ADR法 担当
【研究テーマ】
■ADR（裁判外紛争解決制度）の研究、
　信義則に関する研究
■調停支援システム
　（法律人工知能）の研究

■主な学歴・職歴
1980年　中央大学法学部法律学科卒業
1983年　広島大学大学院法学研究科修士課程修了（民事訴訟法専攻）
1990年　ケンブリッジ大学客員研究員（8～ 9月まで）
2001年　裁判所民事調停委員（地裁・簡裁）（現在）
2002年　愛知産業大学経営学部教授（2006年まで）
2006年　名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程満了退学（民法専攻）
2006年　朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現在）
2009年　ケンブリッジ大学法学部招聘教員（6～ 10月）
2011年　東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程に

在籍し、法律人工知能の研究開発（現在）
2013年　朝日大学法学部長（兼）法学研究科長に就任（現在）

■主な受賞歴
2009年　2000 Outstanding Intellectuals of the 21th Century

― 2009/2010/2011 （IBC, Cambridge, England）
2010年　名古屋地方裁判所長表彰

■主な研究活動
【著書】
『信義則とその基層にあるもの』〈単著〉成文堂（2006年）
『ADRの実際と理論Ⅱ』〈共著〉中央大学出版会（2005年）
『法律人工知能―法的知識の解明と法的推論の実現〔第 2版〕』
〈共著〉創成社出版（2003年）　ほか多数

【論文】
「オンラインADR対応型の法律エキスパートシステムの展望」
法学新報 113巻 9・10号（2007年）
「トピク的思考の観点からの信義則の法解釈学的考察」
名古屋大学法政論集 207号（2005年）
「国際契約法における信義則」広島法学 27巻 2号（2003年）
ほか多数
【科研研究】
1993～ 1995年　科研費重点領域研究「法律エキスパート」

公募研究代表者
1996～ 1997年　科研費重点領域研究「法律エキスパート」

公募研究代表者
1996～ 1998年　科研費総合研究（A）「実態調査に基づく

民事訴訟実務の計量分析」研究分担者
1997～ 1998年　科研費重点領域研究「法律エキスパート」

研究分担者
2003～ 2006年　科研費基盤研究（A）「民事訴訟の計量分析

（後期調査）」研究分担者
2005～ 2007年　科研費特別推進研究「法創造教育方法の開発研究

――法創造科学に向けて」研究協力者

■研究指導内容
民商事紛争・知的財産権紛争などをいかに解決すべきか、法解
釈学のみならず法社会学・知能システム科学の観点から指導。

教授

、

今井　潔
商事法 担当

【研究テーマ】
■会社役員の法的役割と責任の取り方
■商法・会社法における外観信頼保護
　の研究
■手形行為の方式と解釈

■主な学歴・職歴
1960年　同志社大学法学部法律学科卒業
1971年　名古屋大学大学院法学研究科博士課程単位取得
1978年　名古屋学院大学経済学部教授
1983年　三重大学人文学部社会科学科（現 法律経済学科）教授

三重大学大学院人文社会科学研究科教授
1997年　三重大学名誉教授

愛知学院大学法学部教授
愛知学院大学大学院法学研究科教授

2008年　朝日大学大学院法学研究科教授（現在）

［国際経験］
1964年～ 1967年　スイス連邦共和国ベルン大学法経学部等留学

■主な研究活動
【著書】
『日本会社立法の歴史的展開』（共著）商亊法務研究会（1999年）
『新版・注釈会社法第 14巻（有限会社）』〈共著〉有斐閣（1990年）
『新版・注釈会社法第 6巻（株式会社の機関 2）』〈共著〉
有斐閣（1987年）

【論文】
「協同組合理事の罷免手続」法学研究 48巻 3号（2007年）
「取締役解任の正当事由」判例タイムズ 948号（1997年）
「有限会社取締役の解任決議要件」『現代企業と法』
名古屋大学出版会（1990年）
「株主総会の決議による取締役解任」『現代株式会社法の諸問題』
有斐閣（1986年）

■研究指導内容
商法・会社法制度に関して国際的な制度間競争に役立つ提言を
することができるような研究の指導をしたい。高度に専門的な
業務に従事する人材を養成するための指導を別個の授業計画に
よって行なう。
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教授

Professor's Introduction
Asahi University Graduate School of Law

教授

大野 正博
刑事法（刑法・刑事訴訟法） 
担当

【研究テーマ】
■科学的捜査の必要性と
　人権保障のバランス

■主な学歴・職歴
2000年　博士（法学・朝日大学）
2000年　宮崎産業経営大学法学部専任講師
2002年　朝日大学法学部助教授
2007年　朝日大学法学部教授（現在）
2008年　岐阜県弁護士会綱紀委員会委員（現在）
2009年　朝日大学大学院法学研究科教授（現在）
2011年　岐阜県教育委員会点検評価委員会委員（現在）
2011年　岐阜労働局紛争調整委員会委員（現在）
2012年　岐阜県指定管理者審査委員会委員（現在）
2012年　放送大学岐阜学習センター非常勤講師（現在）

■主な研究活動
【著書】
『刑事訴訟法』〈共著〉弘文堂（2012年）
『新・初めての人権』〈共著〉法律文化社（2012年）
『刑法ゼミナール総論〔第2版〕・各論』〈共著〉成文堂（2012年・2006年）
『よくわかる刑事訴訟法』〈共著〉ミネルヴァ書房（2009年）
『看護従事者のためのわかりやすい関係法令』
〈共編著〉嵯峨野書院（2008年）
『情報化社会の法学入門』〈共著〉法律文化社（2006年）
『ケアリングのとき』〈共著〉中央法規出版（2005年）
『判例演習刑事訴訟法』〈共著〉成文堂（2004年）
『ワークスタディ刑法総論〔第2版〕・各論』〈共著〉不磨書房（2002年）
『現代型捜査とその規制』〈単著〉成文堂（2001年）
その他、多数

【論文】
「毛髪鑑定を用いた薬物自己使用事犯の立証」
愛知学院大学法学部同窓会創立 50周年記念論文集（2011年）
「裁判員制度の現状と課題－刑事訴訟法視点から」
法政論叢 47巻 1号（2010年）
「携帯電話による位置認識システムの活用とプライヴァシー」
朝日法学論集 39号（2010年）
「プライヴァシーの合理的期待　－近時の科学的捜査に関する
判例を題材として－」朝日法学論集 36号（2009年）
「捜索令状の効力の及ぶ範囲」朝日法学論集 35号（2008年）
「公立学校内における薬物探索活動の必要性と児童・生徒の人権
保障　－合衆国における近時の判例の状況を踏まえて－」
朝日大学法学部 20周年記念論文集（2007年）
その他、多数
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教員の紹介

講師 教授

教員の紹介

講師

宮坂 果麻理
刑事法（刑事政策） 担当

【研究テーマ】
■傷害罪における「傷害」の概念
■少年保護事件における不服申立
　制度について
■更生保護

■主な学歴・職歴
1996年　朝日大学大学院法学研究科博士前期課程（法学専攻）

修了
1998年　朝日大学大学院法学研究科博士前期課程 TA
1999年　朝日大学法学部 RA
2000年　朝日大学大学院法学研究科博士後期課程（法学専攻）

単位取得退学
2000年　朝日大学法学部 PD
2000年　三重短期大学法経科非常勤講師
2003年　藤田保健衛生大学衛生学部非常勤講師
2005年　朝日大学法学部専任講師（現在）
2007年　岐阜県西濃地域感染症診査協議会委員（現在）
2008年　岐阜県自然環境保全審議会委員（現在）
2008年　瑞穂市男女共同参画推進審議会会長（現在）
2011年　岐阜県公共用地利用審議会委員（現在）
2012年　恵那市法令遵守審査委員（現在）
2013年　朝日大学大学院法学研究科専任講師（現在）

■主な研究活動
【著書】
『新・初めての人権』〈共著〉法律文化社（2012年）
『確認刑事政策・犯罪学用語 250〔第 2版〕』〈共著〉成文堂
（2010年）
『市民のための法学入門〔第 2版〕』〈共著〉成文堂（2008年）
『看護従事者のためのわかりやすい関係法令』〈共著〉
嵯峨野書院（2008年）

【論文】
「少年再審問題における一考察」
朝日大学大学院法学研究論集創刊号
「少年保護事件における附添人制度のあり方」
朝日大学大学院法学研究論集第 2号
「少年と死刑」『三原憲三先生古稀祝賀論文集』成文堂 

■研究指導内容
社会事象としての「犯罪」・「非行」に対して、我が国の刑事司
法制度が、いかなる施策を講じてきたのかにつき、分析・検討
する。

教授

籾山 錚吾
労働法 担当

【研究テーマ】
■労働関係の弾力化から生ずる諸問題
■ヨーロッパの統一と労働法の
　法理や移民政策と人権問題

■主な学歴・職歴
1969年　愛知大学法経学部法学科卒業
1974年　東京大学大学院法学政治学研究科博士課程

私法学専攻単位取得
1975年　千葉大学助手
1976年　法学博士（東京大学）
1976年　東京理科大学理工学部講師
1978年　東京理科大学理工学部助教授
1986年　朝日大学法学部教授（現在）
1990年　岐阜県労働委員会公益委員（現職）
1992年　朝日大学大学院法学研究科教授（現在）
1994年　岐阜労働局参与
1997年　雇用均等調停委員会委員
1998年　岐阜労働局個別紛争処理委員会会長
2004年　岐阜県労働委員会会長（現職）

■主な受賞歴
2003年　岐阜県知事表彰
2005年　中央労働委員会会長表彰
2007年　厚生労働大臣表彰
2008年　中央労働委員会会長表彰
2009年　藍綬褒章

■主な研究活動
【著書】
『公勤務者争議法の研究』朝日大学（2005年）
その他多数

【論文】
「アスベスト疾病と医師の責任」産業保健（2008年）
「個別紛争処理制度の特質と実際」月刊労委労協（2007年）
「ヨーロッパ統合と労働法の理論　Ⅰ-Ⅵ（未完）」
朝日法学論集（1997年～ 2000年）
などその他多数

■研究指導内容
学生ひとりひとりの研究テーマに合わせて特殊講義及び演習を
おこなうなかで、法の文化論を考えさせたい。
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教授 教授教授

粟津 明博
税法 担当

■主な学歴・職歴
東京大学法学部（公法コース）卒業
1979年　公正取引委員会事務局流通対策室課長補佐
1984年　サンフランシスコ総領事館領事
1992年　名古屋国税局査察部長
1993年　国家公務員等共済組合連合会経理部長
1998年　関東信越国税局総務部長
2001年　仙台国税不服審判所長
2002年　税務大学校副校長
2003年　朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現在）

■主な研究活動
【著書】
『税法解釈の限界を考える―判例・裁決の批判的検討―』〈単著〉
岩波ブックセンター（2012年）

【論文】
「無償取引に係る課税上の諸問題」朝日大学法学部創立 20 周年
記念論文集所収（2007年）

■研究指導内容
税理士試験の試験科目の一部免除（税理士法第 7 条）の資格を
得るための論文作成を目ざした指導を行う。方法として判例、
裁決等の事例を用いたケーススタディを重視する。
なお、修了生からは10名の税理士試験の一部免除の該当者を出
している。

【研究テーマ】
■租税回避行為の否認のあり方（税
法の実質主義的・目的論的解釈
の範囲とその限界等）の研究

■各税法（所得税法、法人税法、
相続税法等）間の課税根拠規定
等の異同の研究

教授

税
釈

定

杉島 正秋
国際関係法 担当

【研究テーマ】
■軍縮・安全保障問題の
　国際法的分析
■障害を持つ人の権利保護

■主な学歴・職歴
1981年　金沢大学法文学部法学科卒業
1984年　名古屋大学大学院法学研究科博士前期課程修了
1987年　名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学
1987年　名古屋大学法学部助手
1988年　朝日大学法学部助手
1989年　朝日大学法学部講師
1992年　朝日大学法学部助教授
2002年　朝日大学法学部教授（現在）
2005年　朝日大学大学院法学研究科教授（現在）
2007年　朝日大学法学部長（2013年まで）
2009年　朝日大学大学院法学研究科長（2013年まで）

■主な研究活動
【著書】
『バイオテロの包括的研究』朝日大学法制研究所叢書第 6号
（2003年）

【論文】
「生物テロと不拡散」『大量破壊兵器の軍縮論』黒澤満（編）
信山社（2004年）

【社会活動等】
岐阜県要約筆記奉仕員派遣事業登録者（PC）
ぎふ清流大会情報支援ボランティア養成講座講師

■研究指導内容
国際法の基本的特色や機能を理解した上で、各自の問題関心に
即して、論文を執筆できるように指導する。表面的な現象だけ
を網羅的に記述するのではなく、執筆テーマの検討・分析を通
じて、現在の国際法が抱える基本的問題に光をあてられるよう、
論文指導の際には留意している。
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教員の紹介

三田　淸
政治・行政学 担当

【研究テーマ】
■行政の民主的統制
■行政責任と官僚制

■主な学歴・職歴
1972年　獨協大学法学部法律学科卒業
1974年　明治大学大学院政治経済学研究科修士課程修了

政治学修士
1979年　（財）行政管理研究センター行政研究所研究員
1980年　明治大学大学院政治経済学研究科博士課程

単位取得満期退学
1990年　朝日大学教養部助教授
1997年　朝日大学法学部教授（現在）
2002年　朝日大学大学院法学研究科教授（現在）

■主な研究活動
【著書】
『概説　現代日本の政治と地方自治』〈編著〉
学術図書出版社（2004年）
『概説　官僚制と政治過程』〈編著〉学術図書出版社（1999年）
『概説　国民と政治』〈編著〉学術図書出版社（1994年）
『現代政治学事典』〈共著〉ブレーン出版（1991年）
『概説　行政管理』〈共著〉行政管理研究センター（1987年）
『政治の経済学』〈共著〉ダイヤモンド社（1982年）
『現代の行政』〈共著〉学陽書房（1982年）
『行政改革・地方自治の実態と各党の政策』〈単著〉教育者（1974年）

【論文】
「官僚と法令－官僚支配（主導）からの脱却の研究（1）」朝日大学
法学部 20周年記念論文集（2007年）
「地方分権の論理と方策」朝日法学論集（2005年）
「行政改革の研究（2）」朝日法学論集（1999年）
「行政改革の研究（1）」朝日法学論集（1996年）
その他

■研究指導内容
若い時期に、霞が関の中央省庁（行政管理庁）で半年間生活し
たので、官僚機構の雰囲気を肌で分かっている面がある。行政
改革の追究をライフワークとしているが、行政管理、行政責任
も研究テーマ分野である。官僚批判となる見解が多いが、官僚
の役割、仕事を十分理解しているからでもある。
世論調査の企画、運営、実務、分析の経験があり、フィールドワー
クの指導もできる。

教員の紹介

基礎法 担当

【研究テーマ】
■19-20 世紀のアメリカ法
■思想法学方法論：法律学
　と科学

■主な学歴・職歴
1974年　明治大学法学部法律学科卒業
1974年　トヨタ東京カローラ㈱入社（1975年 12月退職）
1976年　明治大学大学院法学研究科博士前期課程入学

（法哲学・法思想史専攻）
1979年　明治大学大学院法学研究科博士前期課程修了
1979年　明治大学大学院法学研究科博士後期課程入学

（法哲学・法思想史専攻）
1985年　明治大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学
1985年　明治大学法学部教務助手補（1990年 3月退職）
1991年　明治大学法学部非常勤講師（英米法担当 /1994年 3月まで）
1992年　駒澤大学法学部非常勤講師（英米法担当 /1994年 3月まで）
1996年　駒澤大学法学部非常勤講師（法社会学担当 /2009年 3月まで）
2006 年　朝日大学法学部非常勤講師（法思想史担当）
2008年　朝日大学法学部専任講師（法思想史担当）
2010年　朝日大学法学部准教授（法思想史担当 /現在に至る）
2013年　朝日大学大学院法学研究科准教授（現在）

■主な研究活動
【著書】
『レッセ・フェールとプラグマティズム法学：19 世紀アメリカ
における法と社会』〈単著〉成文堂（2013年）
『市民のための法学入門』〈共著〉成文堂（2002年）
『教養法学入門』〈共著〉成文堂（1995年）
翻訳書
P.ボウラー著『進歩の発明：ヴィクトリ時代の歴史意識』〈単独訳〉平凡社（1995年）
P. スタイン著『法進化のメタヒストリー』〈共訳〉文眞堂（1989年）
クリストファー・ストーン著「樹木の当事者適格」『リーディン
グス環境』第 2巻：権利と価値所収〈共訳〉有斐閣（2006年）
【論文】
Master and Servantlaw の歴史的変遷一一労働に見る「身分か
ら契約へ」一一 朝日法学論集第43号（2012年）
「儒教的伝統と西洋の法制度」朝日法学論集第38号（2010年）
「契約観に見る日米の相違」宮崎産業経営大学法学論集第16巻（2006年）
「マーシャル・コートにおける古典的リパブリカニズムの伝統：19 世紀初頭ア
メリカ合衆国最高裁の課題」『三原憲三先生古希祝賀論文集』成文堂（2002年）
「『公正価格』の社会史 :19 世紀アメリカ契約法における意思理
論の登場」宮崎産業経営大学法学論集第 18巻（2008年）
「19 世紀アメリカにおける法人政策の劇的変化：Charles River Bridge 事件
判決に見る近代の誕生」朝日大学大学院法学研究論集第 8号（2008年）
「アメリカにおける統一標準時の導入」朝日法学論集第 36号（2009年）
「アメリカにおけるリバタリアニズムの伝統」朝日法学論集第 37号（2010年）
「法の自然史 : ヘンリー・メインの歴史法学」思想No.780（1989年）
ほか

■研究指導内容
実定法解釈の研究とは異なり、基礎法学では、法律学とはどのような性格の
学問なのかに焦点を当てることにします。これは、実定法解釈においてはあ
まり目を向けられない分野で、哲学の認識論（知識論）と密接に関わる領域
です。明治の初期に日本がドイツ法を導入した関係で、今でも法解釈学では
パンデクテン法学の影響が色濃く見られます。しかし、これはドイツでも 19
世紀後半に隆盛したもので、必ずしもそれ以前から受け継がれてきたわけで
はありません。しかも、パンデクテン法学に見られる方法は、17 世紀の科学
革命に端を発し、19 世紀に学問の主流になった近代科学の方法との間に大き
な違いもあります。「法哲学特殊講義 A」では、この近代科学の歴史を辿りな
がら、科学的な思考とはどのようなものかを見るとともに、法解釈学と近代
科学とはどのような性格の違いがあるのかを考えてゆきます。これは、条文
や判例の研究を行う解釈法学においては、日頃あまり触れられない問題です
が、法解釈学の性格を理解するために、非常に重要な視点を提供してくれます。
「法哲学特殊講義 B」では、20 世紀アメリカにおいてダーウィンの進化思想
の影響を受けて唱えられ始めたプラグマティズムという哲学に焦点を当て、
これが従来の法解釈学に対し、どのような視点から批判を展開したのかを見
てゆきます。プラグマティズム法学の流れを受けたリアリズム法学の中で、
とりわけ異彩を放つのがジェローム・フランクという人物ですが、彼の法律
学批判を通じ、これまで解釈法学ではあまり光を当てられなかった法廷での
事実認定が、いったいどのようなプロセスなのかについても見てゆくことに
します。事実とは何かという問題は認識論の中心に位置し、最近では脳の研
究とも絡む形で、非常に興味ある研究分野にもなっています。そうした成果
も取り入れながら、法律学における事実とは何かを考えてみたいと思います。

准教授 教授

岡嵜　修
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Professor's Introduction
Asahi University Graduate School of Law

中村　良
経済法・消費者法 担当

【研究テーマ】
■会社法
■経済法
■不正競争防止法

■主な学歴・職歴
1987年　日本大学法学部卒業
1990年　日本大学大学院法学研究科修士課程私法学専攻修了
1997年　大東文化大学大学院法学研究科法律学専攻後期課程

単位取得退学
1997年　常磐大学人間科学部非常勤講師
1998年　日本大学通信教育部非常勤講師
2003年　日本大学法学部非常勤講師
2005年　朝日大学法学部専任講師
2007年　名古屋大学法学部非常勤講師
2008年　朝日大学法学部准教授（現在）
2009年　カリフォルニア大学ヘィスティング法科大学院客員

研究員
2012年　岐阜県瑞穂市まちづくり基本条例推進委員会会長

（現在）

■主な学歴・職歴
1984年　信州大学経済学部経済学科卒業
1987年　中京大学大学院法学研究科商法専攻

修士課程修了
1990年　朝日大学経営学部専任講師
1994年　朝日大学経営学部助教授
2001年　朝日大学経営学部教授（現在）
2001年　朝日大学大学院経営学研究科教授（現在）

■主な研究活動
【著書】
『会社法 30講』〈共著〉中央経済社
『M&Aの法務・会計・税務』〈共著〉財経詳報社
『会社法の基礎知識』〈共著〉学陽書房　他

【論文】
「独占禁止法における課徴金と破産手続との関係に関する覚書」
朝日法学論集35号〈単著〉　他

■研究指導内容
独占禁止法の審決・判例を題材に独占禁止法の解釈に
ついて研究・指導する。

【会計学特殊講義】

小畠 信史兼担教授
本特論では、税務会計の特殊論点の考察を行う。適宜、
近年注目を集めている税務戦略、国際税務などにもふれる
こととする。また、国際的調和化の方向に進むわが国の制
度会計に多大な影響をあたえる国際会計基準・米国会計基
準等の動向にも目を向けたい。

兼担教授の紹介

准教授
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学生の声

　私の職業は経営コンサルタントです。主な業務は、社外役員として、数社の顧問をし
ているほか、財務や人事のコンサルティング、企業再生業務や経営診断にと多岐にわたっ
ております。日々、関与先である中小企業の諸問題に対応し、改善策を提案したり、対
策を立案・実行しております。
　従って、実務経験につきましては、かなり豊富であると自負しているのですが、だか
らこそ痛切に感じていたのが基本となる法律や法体系知識の不足でした。今更ながらか
もしれませんが、かねてから税理士資格を取得するという目標があったまま、現在に至っ
てしまったこともあり、私としては、正しい法解釈を行えるだけの知識を習得するのは
もちろんのこと、数多くの判例・事例を研究することで、関与先に対して、より的確な
アドバイスが提供できるようになりたいと真剣に考え、悩んだ結果、朝日大学大学院法
学研究科への入学を決意いたしました。また、税法だけではなく、労働法や会社法、民
法など、実務に大変役に立つ事例や講義を受講できるので、今は入学して本当に良かっ
たと思っております。
　朝日大学大学院法学研究科は、社会人が学ぶには最適な環境であるといっても過言で
はありません。私も大学院を選択するにあたって、社会人向けに開講しているいくつか
の大学院と比較いたしましたが、朝日大学大学院法学研究科が一番であると確信いたし
ました。その理由は、
●社会人が学びやすいカリキュラムと時間編成になっていること。
●社会人が自由に使える研究室や PCがあるなど、施設面でも大変充実していること。
●大変著名で豊富な教員の方々の講義を少人数で受講できること。
などです。
　仕事との調整も正直大変ですが、主専攻の税法担当である粟津教授のご指導の下、週
2日は充実した学生生活を送っております。

佐藤 義郎
博士前期課程 年
専攻科目：税法
指導教員：粟津 明博

　私は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士業務を行う馬渕総合登記測量事
務所を開業して 36 年になります。その間、各資格間の職域問題である規制改
革の嵐に翻弄され、近時は、司法制度改革の成果である簡易裁判所での代理資
格の獲得や、裁判外紛争解決制度（ADR）にも関与させていただいております。
そんな環境の中で、紛争事例が多い土地の境界紛争に代表される相隣関係に関
して、体系的に勉強をしてみようと、2010 年 9 月に本学法学研究科研究生と
して入学させていただき、指導教授である植木教授から、法学の研究を始める
際の心構え、テーマである相隣関係に関する諸規定が慣習法の集大成であるこ
とから法制史からのアプローチが欠かせないこと及び現代的課題としての公害・
騒音・振動等の住生活関連問題への言及も必要性であるとのご指導をいただき
ました。そこで、資料収集のために図書館を訪れると、さすが岐阜県で唯一の
法学部、図書館の蔵書の多さに目を見張り、行き届いた判例・蔵書検索システ
ムを利用するにつれて、ついに、私の研究心に火がついてしまい、2011 年 4
月より、大学院法学研究科博士後期課程に入学いたしました。本学では院生に
なるとパソコンを完備した研究室を与えられ、コピーは無料、研究に必要な書
籍の購入や資料の取寄せもお願いができるという、至れり尽くせりの環境に加
え、指導教授である植木先生のゼミに参加させていただいたり、高森教授を始
めとして、著名な教授陣の先生方とわくわくする議論に酔いしれ、学生生活を
エンジョイしております。

馬渕 良一
博士後期課程 3 年
専攻科目：民事法
指導教員：植木　哲
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修了生からのメッセージ

　私は以前から地方自治に関心を持っておりました。そんな折に朝日大学大学院法学研
究科で地方自治を社会人学生として学ぶチャンスをいただき、2010 年に入学しました。
在学中は憲法を専攻科目として、当時、憲法のご担当でした阿部竹松教授にアメリカ憲
法と日本国憲法をご指導いただき、日米の憲法を学びながら地方自治について視野を広
げ研究を進めてまいりました。また、論文作成の研究指導を、現在、憲法をご担当の斎
藤康輝教授より大変きめ細やかなご指導をいただきまして論文を完成させる事が出来ま
した。斎藤教授をはじめ諸先生方のご指導の賜物と厚く感謝申し上げます。
　朝日大学大学院法学研究科では、私のような社会人が学ぶための環境がとても整備さ
れております。仕事と学問が両立出来るようにと履修等が工夫されており、各専攻ご担
当の教授の先生方からも学生の指導を個別にしていただけます。また、論文作成のため
の研究が集中してできるようにと専攻科目ごとにパソコン等の機器が充実した研究室も
用意されているなど、学生への配慮がとても行き届いた環境でしたので論文作成に大変
力強いものとなりました。また、朝日大学の図書館では、論文に必要な資料や文献も非
常に充実しており、司書の方々が資料の検索などとても親切に手助けしてくださいまし
たので大いに活用させていただきました。学事課の方々にも色々な面でサポートしてい
ただき大変心強く感じました。
　私は前期課程の 2 年間という短い時間でしたが、久しぶりの学生生活が大変充実した
ものになりました。また、かねてから関心がありました地方自治に関した研究も存分に
することが出来、論文を完成させることが出来ました事は私に取りましてとても大きな
成果となりました。そして、若い学生の人たちと学ぶことで新たな発見や刺激を得るこ
とができましたことや、同じ憲法を専攻している後輩たちも論文作成の手助けをしてく
ださったことなど、今までの日常ではなかなか得ることが出来ないものを得る事ができ
たと感謝しております。
　修了した現在は以前からの仕事を続けながら、作成した論文に関する文献等を玩読し、
より一層深く研究をしております。いつかは朝日大学大学院で学んだ知識を活用し、自分
たちが住む街の役に立てるようなボランティア活動をして行きたいと考えております。

岡田 惠美子
博士前期課程
2012 年 3 月修了
有限会社 イネス 取締役
指導教員：齋藤 康輝

　私は、税理士志望で朝日大学の法学研究科へ進学しました。
　今まで税法とは全く関係のない仕事をしており、学生時代も税法は勉強した
ことがありませんでした。最初の一年間は仕事、試験勉強、学校の三つをこな
さなければならず苦労しました。学校では教科書を読もうと思っても専門用語
が多く、辞書を片手に読み、まとめるのに一日がかりでした。毎週出される資
料の多さに最初は戸惑いましたが、教授の的確な説明で、難解な税法も次第に
理解出来るようになりました。
　講義では判例を元に進めることで具体的な内容となり、興味をもって学ぶこ
とができました。
　大学院では多くの仲間に出会うことが出来ました。朝日大学では研究室を提供
していただくことにより、税法だけでなく、他の専攻の方とも交流を持つことが
できました。幅広い年齢層の中、税理士事務所で働いている方などから様々な話
が聞けたり、お互い励ましあい、勉強への取り組み方を見て刺激にもなりました。
　修士論文は、興味ある判例を幾つか選び、それらをまとめる形で進めていき
ました。朝日大学の図書館はかなり充実しており、資料は殆ど大学の図書館で
集めることが出来ました。集めた資料を自分なりにまとめ、粟津教授のもとへ
毎日のように出向き、入学当時、税法について全くの素人だった私でも余裕を
もって書き上げることが出来ました。
　２年という短い期間でしたが、２年とは思えないほどの多くのことを学ばせ
ていただきました。今後は朝日大学で学んだことを仕事で活かせるよう精一杯
頑張っていきます。

上村　悠
博士前期課程
2012 年 3 月修了
指導教員：粟津 明博



社会性、創造性、人間的知性の確立
本学の建学の精神は、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、
そして、人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにある。

高度な産業化・情報化の社会を迎えて、
人間の生活様式も価値観も激変してい
る。このさい科学・技術の健全な発達を図
る反面、技術の独走が警戒される。従って
人類普遍の理念としての人間性の発揚を
志し、自己を確立し、人権と自由を尊重する
調和ある国際未来社会を建設する必要
のため、新しい人間的知性の涵養※を企図
するものである。

※涵養（かんよう）…自然に水がしみこむように
　　　　　　　　 徐 に々養い育てること。

人類共存の理念は、今や地球の資源・環
境問題をはじめ高齢化社会に伴う労働問
題、先進国の国際経済問題、発展途上国
の社会経済問題など、解決すべき諸問題
に直面している。これらの課題と取り組み、
人類の繁栄と幸福を推進するため、国際
性と社会性に富む人間、和を重んずる心
豊かな人間を育成する。

人類は、科学・技術のめざましい発展により、物質的豊かさを
獲得したが、この科学・技術の発展はまた、豊かな人間性の涵
養※に資するものでなくてはならない。先端的科学の進歩と
豊かな人間性との調和を図るため人類は創造的英知を発
揮する必要がある。本学は、このため自然科学と人文・社会
科学、その他芸術との学際的協力により、専門的かつ総合的
な教育・研究活動を推進する。

建学の精神

社会性

創造性

人間的
知性
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沿　革
1971年  2月　学校法人岐阜歯科大学設立認可
1971年  4月　岐阜歯科大学開設
1971年  5月　岐阜歯科大学附属病院開設
1973年  4月　岐阜歯科大学附属歯科衛生士学校開設
　　　　　　　岐阜市内にある村上外科病院が本学に寄附
　　　　　　　され本学附属村上記念病院となる
1973年 11月　ニューヨーク州立大学バッファロー校歯学部
　　　　　　　（アメリカ）と姉妹校協定を締結
1977年  3月　附属歯科衛生士学校が専修学校として認可
1977年  4月　大学院歯学研究科開設（歯学専攻、博士課程）
　　　　　　　附属歯科衛生士学校から附属歯科衛生士専門    　　
　　　　　　　学校に名称変更
1979年  7月　岐阜歯科大学歯科臨床研究所
　　　　　　　附属歯科診療所開設
1981年 10月　10周年記念館完成
1982年  4月　オカンポ大学歯学部（フィリピン）と
　　　　　　　姉妹校協定を締結
1982年  6月　中山医学院（台湾）と姉妹校協定を締結
1984年  9月　附属村上記念病院を新築移転
1984年 11月　北京大学口腔医学院と姉妹校協定を締結
1985年  4月　経営学部経営学科開設
　　　　　　　法人の名称を学校法人朝日大学に、
　　　　　　　大学の名称を朝日大学に、附属歯科衛生士専門　　　
　　　　　　　学校の名称を朝日大学歯科衛生士専門学校に　　　
　　　　　　　改める
1987年   4月　法学部法学科開設
1988年   5月　明海大学と姉妹校協定を締結
1989年   4月　経営学部経営学科及び法学部法学科に　　　　　　
　　　　　　　　教職課程を併設
1990年 10月　フンボルト大学歯学部（ドイツ）と
　　　　　　　学術文化協力協定を締結
1991年   4月　経営学部情報管理学科開設
　　　　　　　同学科に教職課程を併設
1992年   4月　大学院法学研究科開設（法学専攻、修士課程）
　　　　　　　同研究科に教職課程を併設
1992年   7月　カリフォルニア大学ロサンゼルス校歯学部
　　　　　　　（アメリカ）と文化学術交流協定を締結
1993年   6月　メキシコ州立自治大学（メキシコ）と
　　　　　　　姉妹校協定を締結
1994年   4月　大学院法学研究科博士課程開設
1995年   4月　大学院経営学研究科開設
　　　　　　　（情報管理学専攻、修士課程）
　　　　　　　同研究科に教職課程を併設
1997年  4月　大学院経営学研究科博士課程開設
1997年 10月　朝日大学名古屋サテライトを開設
　　　　　　　基礎教育センターを設置
　　　　　　　ケベック大学モントリオール校（カナダ）と
　　　　　　　一般合意協定を締結
2001年  4月　留学生別科を開設
2001年   7月　第四軍医大学（中国）と姉妹校協定を締結
2002年   4月　経営学部ビジネス企画学科開設
　　　　　　　同学科に教職課程を併設　
　　　　　　　朝日大学体育会設立
2006年   5月　トゥルク大学歯学部（フィンランド）と
　　　　　　　文化学術交流協定を締結
2007年   4月　朝日大学歯科臨床研究所附属歯科診療所の名称を　　　
　　　　　　　PDI岐阜歯科診療所に改める
2008年   4月　シエナ大学歯学部（イタリア）と
　　　　　　　文化学術交流協定を締結
2009年   4月　JIHEE（日本高等教育評価機構）の認証取得
2012年   4月　経営学部情報管理学科の名称を
　　　　　　　経営学部経営情報学科に改める
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Ｔ ＥＬ： 058（329）1079（ダイヤルイン）
E-mail： gakuji2@alice.asahi-u.ac.jp
岐阜県瑞穂市穂積 1851
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穂積駅下車（名古屋駅から特別快速・新快速で24分）
朝日大学スクールバスで約５分

岐阜羽島駅下車、車で約20分

名神・岐阜羽島Ｉ.Ｃから約20分（岐阜県庁から西へ約５分）
名神・大垣Ｉ.Ｃから約３０分


